
８　予算要求及び査定の状況（議案第101号）
（１）　会計別一覧

（単位：千円）

補正前の額 要求額 財政局長査定 市長査定 補正額

562,462,660 674,000 674,000 674,000 674,000

国 民 健 康 保 険 事 業 102,365,000

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 25,341,000

介 護 保 険 事 業 91,082,000

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 91,000

食肉中央卸売市場及びと畜場事業 420,000

用 地 先 行 取 得 事 業 46,000

大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業 1,146,000

東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 1,307,000

浦和東部第一特定土地区画整理事業 1,228,000

南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 978,000

指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 833,000

江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 184,000

大門下野田特定土地区画整理事業 106,000

公 債 管 理 91,550,000

計 316,677,000

企 水 道 事 業 48,702,288

業 病 院 事 業 27,432,841

会 下 水 道 事 業 50,189,534

計 計 126,324,663

1,005,464,323 674,000 674,000 674,000 674,000

会 計 名

一 般 会 計

特

別

会

計

合 計
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（２）　款別一覧(一般会計)
（歳　入） （単位：千円）

補正前の額 要求額 財政局長査定 市長査定 補正額

1 市 税 271,857,907

2 地 方 譲 与 税 2,954,001

3 利 子 割 交 付 金 178,000

4 配 当 割 交 付 金 901,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 852,000

6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 304,000

7 法 人 事 業 税 交 付 金 1,898,000

8 地 方 消 費 税 交 付 金 25,615,000

9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 59,000

10 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

11 環 境 性 能 割 交 付 金 717,000

12 軽 油 引 取 税 交 付 金 6,574,000

13 地 方 特 例 交 付 金 1,918,000

14 地 方 交 付 税 5,585,000

15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 286,000

16 分 担 金 及 び 負 担 金 3,070,518

17 使 用 料 及 び 手 数 料 7,823,478

18 国 庫 支 出 金 102,009,155

19 県 支 出 金 27,298,011

20 財 産 収 入 1,366,329 336 336 336 336

21 寄 附 金 235,054

22 繰 入 金 16,238,795 673,664 673,664 673,664 673,664

23 繰 越 金 1

24 諸 収 入 33,826,610

25 市 債 50,895,800

562,462,660 674,000 674,000 674,000 674,000

（歳　出） （単位：千円）

補正前の額 要求額 財政局長査定 市長査定 補正額

1 議 会 費 1,686,916

2 総 務 費 48,655,213 674,000 674,000 674,000 674,000

3 民 生 費 208,719,448

4 衛 生 費 41,550,865

5 労 働 費 211,232

6 農 林 水 産 業 費 1,685,104

7 商 工 費 22,401,295

8 土 木 費 73,039,896

9 消 防 費 18,340,772

10 教 育 費 91,024,498

11 災 害 復 旧 費 5

12 公 債 費 54,947,416

13 予 備 費 200,000

562,462,660 674,000 674,000 674,000 674,000

款

歳  入  合  計

款

歳　出　合　計
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（３）　事務事業別の要求と査定経過
（一般会計） （単位：千円）

11

査定の考え方 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。

査定区分 A

補正前予算額 －

＜事業の目的・内容＞
　災害救助法は、平成30年6月に改正、平成31年4月に施行され、新たに救助実施
市制度が創設されました。本市が大規模災害で被災した際に、被災者の保護と社
会秩序の保全を図るため、自らの事務として、応急的に必要な救助を行います。

＜補正の目的・内容＞
　自らの事務として応急的に必要な救助を行うに当たり、災害救助基金を創設
し、災害救助に要する費用の支弁等の財源に充てるための基金を積み立てる経費
について、補正を行うものです。

財政局長 674,000 

市長 674,000 

款/項/目 2款 総務費/9項 危機管理費/1目 防災総務費 予算書Ｐ. 要求 674,000 

事務事業名 災害救助基金積立金 補正額 674,000 

局/部/課 総務局/危機管理部/防災課 〔要求と査定経過〕

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％以上100％未満　C:査定率60％以上80％未満
　　　　　　　　 D:査定率40％以上60％未満　E:査定率40％未満
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